「岐阜県ボランティア活動振興基金」助成事業実施要領

１　目的
この要領は、「岐阜県ボランティア活動振興基金設置要綱」第７条の規定に基づき、岐阜県におけるボランティア・市民活動（以下「ボランティア活動等」という。）の進展を支援する岐阜県ボランティア活動振興基金の助成事業について定めるものとする。　

２　助成対象者

地域福祉の振興に寄与する事業を行い、かつ、助成事業の実施体制が整っているボランティア団体又は法人（以下「団体等」という。）であり、特に優れたボランティア活動等を実践しているとして市町村社会福祉協議会から推薦された団体等とする。
ただし、この事業による助成を受けた団体等は、助成年度以後３年間は、応募することができない。

３　助成対象事業
地域福祉を振興するための事業であって、実施するサービスの内容、ニーズの高さ等地域の実情に照らし、事業の実施が必要と認められ、継続性が期待できる事業とする。
（例）

1 安心・安全な地域の福祉ネットワークの形成に関すること

2 高齢者、障害者在宅福祉の推進に関すること

3 高齢者、障害者の社会参加の促進に関すること

4 地域や家庭等における子育て支援事業に関すること

5 青少年の健全育成事業に関すること

6 地域の災害ボランティアネットワークに関すること

ただし、次に掲げるものについては、助成対象にしない。

1 国又は地方公共団体の補助制度が設けられている事業

2 新たな展開を伴わないで単に継続する事業

3 営利を目的とする事業

4 調査研究事業

４　助成額
助成は予算の範囲内で行うものとし、１団体当たりの助成額は、原則として対象事業費の
１０分の９以内とし、３０万円を限度とする。
５　助成対象経費
３の助成対象事業を実施するために必要な経費とする。ただし、次に掲げる経費は対象にし
ない。　

1 土地取得経費
2 法人又は団体の運営経費（職員給与、役職員への報酬、家賃、高熱水費等）

3 事業内容に照らして不適切又は著しく高額である物品の購入費

4 福祉車両等の購入に伴う税金・保険料等の諸経費

5 介護保険又は障害者自立支援法によるサービスと重複する経費

６　助成対象となる事業の実施期間
毎年４月１日以降に開始し、翌年３月３１日までに完了する事業とする。
７　助成対象事業の申請等
前年度の１２月１０日から２月１０日（当日消印有効）の間に、別記第１号様式等及び市町村社会福祉協議会会長の推薦書を岐阜県社会福祉協議会会長（以下「県社協会長」という。）に提出して行うものとする。

８　交付決定
県社協会長は、助成の申請があったときは、「岐阜県ボランティア・市民活動支援センター運営委員会」の議を経て、助成額を決定するものとする。助成が決定したときは、助成年度の４月上旬に、決定通知書を申請者に交付するものとする。

９　変更承認申請
申請者は、助成金の交付決定後において、助成対象事業の内容を変更しようとする場合には、別記第２号様式を県社協会長に提出し承認を受けなければならない。　
10 実績報告
申請者は、助成事業完了後速やかに、別記第３号様式により、県社協会長に報告しなければならない。

11 額の確定
県社協会長は、実績報告を受けた場合においては、実績報告書等の書類の審査及び必要に応じ行う現地調査により、交付決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、申請者に通知するものとする。

12 助成金の交付請求
申請者は、助成金の額の確定に係る通知を受けたときは、別記第４号様式により、県社協会長に助成金の交付請求書を提出するものとする。

　
13 その他
この要領に定めるもの以外のものについては、県社協会長が別に定める。

　　　　附　則
　この要領は、平成１６年４月１日から施行する。

　　　　附　則

　この要領は平成１８年度事業から適用する。ただし、平成１８年度実施事業に係る募集期間は、当該年度４月１０日から５月１０日までとする。

　　　　附　則

　この要領は平成１９年度事業から適用する。

　

　　　　附　則

　この要領は、平成１９年９月２１日から施行し、平成２０年度助成事業から適用する。

附　則

　この要領は、平成２３年度助成事業から適用する。
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